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平成29年度 国内需要安定化事業 クロスプロモーション 

航空会社・旅行会社・メディア・インフルエンサー等 招聘事業 

実施要綱（ホスト用） 

 

制定日 平成29年9月8日 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、沖縄県の委託を受け、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー(以下、「OCVB」と

いう。)が、入域観光客の確保及び更なる誘客拡大を図るため、旅行会社などを招聘し、その費用を助成金と

して交付する「航空会社・旅行会社・メディア・インフルエンサー等 招聘」事業（以下、「本事業」という。）を行

うにあたり、必要な事項を定める。 

 

（目的） 

第２条 本事業は、季節ごとの沖縄の魅力を発信し新たな客層の定着化を図る「旬香周島おきなわキャンペー

ン」と連動し、旅行会社などの担当者を招聘するとともに、質の高い商品造成・販売促進・情報拡散し、入域

観光客の確保及び更なる誘客拡大を図ることを目的とする。 

 

（事務取扱者） 

第３条 本事業は、沖縄県及びOCVBが所管し、OCVB誘客事業部 営業推進室 国内プロモーション課が事務

を取り扱う。 

 

（申請対象事業者） 

第４条 本事業の申請対象となる事業者は、以下のとおりとする。 

 （1） 指定コース及び体験メニューの申請：県内観光施設、観光協会、観光団体、行政機関、個人事業主 等 

   （以下、「ホスト」という。） 

 （2） 企画の申請：航空会社・旅行会社・メディア・インフルエンサー 等 

   （以下、「ゲスト」という。） 

 

（助成対象期間） 

第５条 本事業のゲストへの助成対象期間は、平成29年11月1日から平成30年2月28日までとし、申請総額が予

算額を超過する場合には、助成対象期間内であっても受付を終了する。 

 

（事業内容） 

第６条 本事業の主な内容は、以下のとおりとする。 

（1） 対象地域は、沖縄本島及び離島（石垣市、竹富町、久米島のみ。以下同じ。）とする。 

（2） OCVB 主導のもと、沖縄本島及び離島における各地域のホストが主体となり、ゲストを招聘し、原則として

次期の旅行商品の造成・販売促進及び観光資源の露出・拡散・周知を図る。 

（3）招聘内容は、ホストが申請した指定コース及び体験メニュー（以下、「観光コンテンツ」という。）を OCVB が

精査し採用した後、ホストがゲストに観光コンテンツを提供する。 
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（4）ゲストは、旅行商品としての改善点等を分析し、招聘期間中に開催されるゲスト、ホスト、OCVB の三者に

よる意見交換会にて提案する。 

 

（応募条件） 

第７条 ホストの申請条件は、次の要件をすべて満たす県内観光施設、観光協会、観光団体、行政機関、個人

事業主 等とする。 

（1） 複数の団体が実施主体となる場合には、共同事業体を設置して申請することができる。 

その場合は、代表幹事団体名および役割分担を明示すること。 

（2） 所定の申込書（様式 1、2、3）へ必要事項を記入し、期限内に OCVBへ提出すること。 

（3） 申込書の内容が、事業目的に対し妥当であること。 

（4） 原則として観光コンテンツはホストが同行し案内すること。 

※担当者の同行に係る諸経費については自己負担とする。 

（5） 招聘に係る経費の支払いについては、様式 2（指定コース）及び様式 3（体験メニュー）にて申請した料金

をゲストがホスト側に支払うものとする。 

 

【招聘事業 経費の精算フロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事業スケジュール） 

第８条 本事業の主なスケジュールは、以下のとおりとする。 

（1）招聘地域（指定コース及び体験メニューリスト）選定の日程。 

① 申込書提出期日：平成 29年 9月 22日（金）まで。 

※代表印を押印した原本を送付すること。 

※提出先 

 

 

 

 

 

② 指定コース・体験メニュー選定予定日：平成 29年 9月 25日（月） 

③ 選定結果の通知予定日：平成 29年 9月 26日（火） 

 

〒901-0152 沖縄県那覇市字小禄 1831-1 沖縄産業支援センター2F 

一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー 

          国内事業部 国内プロモーション課  宜志、東口 宛 

            電話：098−859−6125 E_mail : kokunai_rosen@ocvb.or.jp 

①ゲストの決定 

        ↓ 

②ゲストが経費を立て替える（航空賃、宿泊費、体験メニュー費、移動費 等） 

        ↓ 

③招聘実施後、ゲストが証憑類（搭乗証明、各施設が発行する領収書等）を OCVB へ提出 

        ↓ 

④検査確定後、OCVB からゲストへ支払う 
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（2）ゲスト選定の日程 

① ゲストへの公募期間：平成 29年 9月 29日（金）～平成 29年 10月 20日（金） 

② ゲストの申請した企画審査会開催予定日：平成 29年 10月 29日（金） 

（3）招聘実施の日程 

招聘実施期間：平成 29年 11月 1日（水）～平成 30年 2月 28日（水） 

※実施決定コースごとに実施日程は異なる。 

 

（審査） 

第９条 審査について以下のとおりとする。 

（１）申請された観光コンテンツに対し審査を行い、ホストを選定する。選定の基準は、コンセプト「進化」の

下、新規性のあるコンテンツであること。（別紙参照） また、ナイトコンテンツを 1 つ以上組み込むこと

が望ましい。 

（２）審査結果通知予定日：平成 29年 9月 26日（火） 

 

（その他留意事項） 

第 10条 その他留意事項として以下のとおりとする。 

（１）応募書類に虚偽の記載をした場合は、応募を無効とする。 

（２）提出された応募書類は、返却しない。 

（３）この実施要綱に定めのない事項については、沖縄県と OCVBが協議をして決定する。 

 

附 則 

この実施要綱は、平成29年9月8日から施行する。 


